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2の対象者は
1も受け取る
ことができます

子ども・子育てを支援する
取り組みを募集します

　市民が主体となって子ども・子育てを支援する
取り組みを募集します。市が内容を審査し、選定
した取り組みに市子ども未来基金から補助金（上
限50万円。事業の種類によっては上限150万円）
を交付。対象分野は次のとおり。詳しくは子ども
未来課☎613-8356へお問い合わせください。
【対象分野】
①学習支援・体験教室
（例：学習教室、親子参加型教室、職場体験など）
②子育て世代交流支援・子育て情報発信
（例：交流会、サロン活動、フリーペーパー発行など）
③虐待防止・健全育成活動
（例：見守り活動、発達障害教室、子ども食堂など）
④結婚期・子育て期の支援活動
（例：出会いの場の創出、産後ケア教室、ワークライ
フバランス推進活動など）
⑤その他の子ども・子育て支援活動
【申し込み】市役所本館５階の同課に備え付けの
申込用紙に必要事項を記入し、９月30日㈮17時
までに同課へ直接持参してください。申込用紙は
市公式ホームページからもダウンロードできます

補助金を
交付

ひとり親家庭のための
無料法律相談

【日時】10月５日㈬10時～15時
【場所】県福祉総合相談センター
　　　　（本町通三）
【内容】離婚や養育費など、日常生活で困ってい
ることや悩みを弁護士に相談できます
【対象】ひとり親家庭の親や寡婦など
【申し込み】県母子寡婦福祉連合会☎623-8539
で電話受け付け

臨時福祉給付金
障害・遺族年金受給者向け給付金

支給します

1臨時福祉給付金
　消費税率の引き上げに
よる影響を緩和するため
の給付金です。
【支給金額】
１人当たり3000円
【支給対象】
28年度の市民税が非課税
（市民税課税者の被扶養
者や専従者※、生活保護
受給者などは除く）の人
※自営業者の家族で、事業を手
　伝い給料をもらっている人

2障害・遺族年金受給者
　向け給付金
　障害・遺族基礎年金受
給者を支援するための給
付金です。
【支給金額】
１人当たり３万円
【支給対象】
次の全てに該当する人
①臨時福祉給付金の支給
対象
②障害基礎年金や遺族基
礎年金などを受給
③高齢者向け給付金（本
年度65歳以上）を受給
していない

　基準日（平成28年１月１日）
時点で住所がある市区町村へ申
請してください。盛岡市に住所
がある対象者には、９月中旬に
申請用紙を送付します。必要事
項を記入し、〠020-8531若園
町２-18、市役所地域福祉課分
室へ郵送または持参してくださ
い。郵送は来年１月16日㈪消印
有効。持参は同日17時半まで。
※ＤＶ被害などの理由で、住所と居住地
が異なる人は事前にご相談ください

【問】同課☎603-8024

もりおかフルコレ2016出場者募集

　環境に配慮する生活への変革を呼び掛けるイベント
「もりおかエコライフ2016」の一環として、今年も古
着を使ったリメークやコーディネートによるファッショ
ンショー「もりおかフルコレ2016」を開催。その出場
者を募集します。応募方法など詳しくは、市公式ホー
ムページでご確認ください。【期日】11月13日㈰【場
所】イオンモール盛岡（前潟四）【問】資源循環推進課
☎626-3733

　市総合福祉センター（若園町）で10月25日㈫から27
日㈭まで開かれる同展への出品作品を募集します。【対
象】市内在住の60歳以上【募集作品】書道や絵画、写
真、陶芸、手芸、短歌・俳句など（手芸は１人１点ま
で）。未発表作品に限る【出品料】無料。ただし、作品
の搬入などにかかる費用は出品者の負担【搬入日時】
10月24日㈪9時半～11時半【申し込み】詳しくは市社
会福祉協議会地域福祉課☎651-1000へお問い合わせく
ださい。９月16日㈮締め切り

老人作品展の出品作品を募集

　市と市老人クラブ連合会は、「金婚慶祝会」の参
加者を募集します。人生を共にしてきた２人の記念
にどうぞ。【問】長寿社会課☎603-8003

【日時】11月９日㈬10時～13時
【場所】盛岡グランドホテル
　　　　（愛宕下）
【対象】昭和41年１月１日～12月31
日に結婚した夫婦
【費用】１組6000円
【申し込み】はがきに夫婦の住所と名
前（ふりがな）、生年月日、結婚年月
日、電話番号、車いす使用の有無を記
入し、結婚50年目を迎えての一言（希
望者のみ。当日配布する資料に掲載し
ます。短歌や川柳でも可。名前の掲載
を希望しない場合はその旨を明記）を
添えて〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課内「金婚慶祝会実行委員
会」へ。各地区の老人クラブ会長へ申
し込むか、同課に備え付けの用紙に記

入し直接申し込むこともできます。
　式典に出席せず記念品（無料）の
みを希望する場合も、各地区の老人
クラブ会長か同課へ直接申し込むか、
はがきに「欠席・記念品希望」と記
入し、同課へ郵送してください。後
日、指定する窓口でお渡しします。
いずれも９月23日㈮17時必着
※電話やファクスでの申し込み不可

金婚慶祝会の参加者募集

写真は昨年の
同会の様子

玉山地域で「プラスチック製容器包装」の分別収集が始まります

　玉山地域でこれまで可燃ごみとして収集し
ていた「プラスチック製容器包装」を、10
月１日から資源として収集し、可燃ごみの減
量と資源化を推進します。プラスチック製
容器包装の収集日に、透明か半透明の袋に

入れて出してください。収
集日は、玉山地域の各家庭
に配布している「ごみの分
け方・出し方収集カレン
ダー」に記載しているほか、
市公式ホームページでもお
知らせしています。
【問】税務住民課
　　　☎683-3805
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お菓子の袋 ペットボトルの
ラベルとキャップ

発砲スチロール
※砕いて袋へ

色・模様付きの
食品トレイ

レジ袋

シャンプー容器、
詰め替えパック

豆腐の容器 弁当の容器 食品などの
外装フィルム

卵のパック カップ麺の容器

※ボトル本体は「ペッ
トボトル」へ

　市住宅マスタープラン改訂案※への
意見を募集します。計画案と応募用紙
は、市役所別館８階の建築住宅課や各
支所・出張所などに備え付けるほか、
市公式ホームページにも掲載します。

パブリックコメントを募集「市住宅マスタープラン改訂案」

ご存知ですか？
パブリックコメント制度

　市は、政策を実施していく上で、さ
まざまな条例や計画などを定めます。
その過程で、あらかじめその案を公表
し、市民の皆さんから意見・情報を募
集するのがパブリックコメント制度で
す。市は、提出された意見などを考慮
して意思決定を行います。
　パブリックコメントを実施する際は、
広報もりおかや市公式ホームページな
どを通してお知らせします。ぜひ皆さ
んのご意見をお寄せください。
【問】広聴広報課☎626-7517

市は、29年度に指定管理者を指定する施設について、
指定管理者の選定を書類と聴き取りによって審査します。
このうち聴き取り審査を公開します。ただし、審査日な
どを変更する場合があるので、傍聴を希望する人は、事
前に各施設の担当課へ審査日を確認した上で、当日会場
へお越しください。なお、傍聴当日の受け付けは先着順
とし、予定の人数に達した場合は受け付けを締め切る
ことがあります。各施設の審査については各担当課へ、
指定管理者制度については資産管理活用事務局☎603-
8007へお問い合わせください。

表　聴き取り審査の施設や日程など
施設名（所在地） 審査日・会場 担当課

土淵児童センター
（上厨川字下川原）

９/７㈬14時
市役所別館401会議室
（内丸）

子育てあんしん課
☎613-8347

もりおか町家物語館
（鉈屋町）

９/８㈭14時
市役所別館401会議室
（内丸）

観光交流課
☎626-7539

見前南地区公民館
（西見前13）

９/８㈭15時
都南分庁舎特別会議室
（津志田14）

生涯学習課
☎639-9046

東中野運動広場
（東中野字立石）

９/８㈭
14時

総合福祉セ
ンター２階
ボランティ
アルーム
（若園町）

スポーツ推進課
☎603-8006

つなぎスポーツ研修
センター（繫字舘市） ９/８㈭

14時35分つなぎ多目的運動場
（繫字除キ）
盛岡タカヤアリーナ
（本宮五）

９/８㈭
15時10分

舟田２地区コミュニティ
センター（下田字陣場）

９/９㈮
14時

玉山総合事
務所301会
議室（渋民
字泉田）

玉山総合事務所
総務課
☎683-2116前田地区コミュニティセン

ター（玉山馬場字芦名沢）
９/９㈮
15時

津志田老人福祉センター
（津志田西二）

９/９㈮15時10分
市役所別館401会議室
（内丸）

長寿社会課
☎603-8003

サクラパーク姫神
（日戸字姥懐）

９/12㈪14時半
玉山総合事務所
201会議室
（渋民字泉田）

産業振興課
☎683-3852

盛岡駅前自転車駐車場
（盛岡駅前通） ９/13㈫14時半

市役所別館
403会議室（内丸）

交通政策課
☎626-7519盛岡駅西口自転車等駐車場

（盛岡駅西通一）
先人記念館
（本宮字蛇屋敷）

９/15㈭14時半
都南分庁舎４階大会議
室（津志田14）

歴史文化課
☎639-9067原敬記念館（本宮四）

余熱利用健康増進センター
（上田字小鳥沢）

９/16㈮14時半
クリーンセンター
１階会議室
（上田字小鳥沢）

クリーンセンター
☎663-7153

湯沢地域交流活性化
センター（湯沢西三）

９/29㈭13時15分
市役所別館404会議室
（内丸）

市民協働推進課
☎626-7500

盛岡広域都市計画の区域区分の見直し　
変更素案の公表と説明会・公聴会を開催

※計画的な市街化を図るため、都市計
　画区域を市街化区域と市街化調整区
　域に区分すること
●市街化区域…既に市街地を形成して
　いる区域、おおむね10年以内に優
　先的かつ計画的に市街化を図る区域
●市街化調整区域…市街化を抑制する
　区域

　県は、盛岡市を含む盛岡広域都
市計画区域の区域区分※を見直す
変更素案を作成しました。対象は
高松地区と大平地区です。変更素
案の公表と説明会・公聴会を開催
します。

■変更内容

■変更素案の公表
【日時】９月２日㈮～30日㈮（土・日
曜、祝日を除く）、９時～17時
【場所】県庁７階の県都市計画課また
は市役所都南分庁舎２階の都市計画課
■説明会
【日時】９月16日㈮19時～
【場所】勤労福祉会館（紺屋町）
■公聴会★
【日時】10月６日㈭14時～
【場所】勤労福祉会館（紺屋町）
【公述の申し出】公聴会で意見を述べ
たい人は、公述申出書（住所と名前、
意見の要旨とその理由を記載）を、〠
020-8570内丸10-1、岩手県都市計画
課へ郵送または持参。郵送は９月30
日㈮必着。持参は同日17時まで
★公述申出期間中に公述の申し出がない
　場合は中止します

指定管理者の聴き取り審査を公開

【問】県都市計画課☎629-5886
　　　市都市計画課☎639-9051

①高松地区の一部を市街化調整区域
　から市街化区域へ編入（地図１）

②大平地区の一部を市街化区域から
　市街化調整区域へ編入（地図２）

申請方法

イラスト出典：経済産業省ウェブサイト

地図１　高松地区 地図２　大平地区

詳しくは県の公式ホーム
ページをご覧ください

現市街化区域
区域区分を見直す区域

要予約

※都市計画や福祉施策など各分野と連携し、住
　宅の在り方や居住環境の形成などの住宅施策
　を総合的に進めるための計画。計画期間は平
　成37年度まで

【応募方法】応募用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所建築住宅課へ郵送または持参してく
ださい。市公式ホームページでも受け
付けます。持参は９月20日㈫17時締
め切り。その他は同日必着
【問】同課☎626-7533
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高松地区と大平地区が対象


